
■ICT機器一覧 2019/12/9

No 棟 フロア グループ 部名 課名 係名
現状図

記載番号

新庁舎

平面図

課番号

新庁舎

平面図
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機器 寸法（㎜） 設置場所 専用・共用
共有の可能

性
既存設置場所

新庁舎希望

設置場所

既存移設

又は

更新

備考 注意事項

362 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ① 37 1 事務用ＰＣ（シンクライアント）

幅：550mm

奥行：350mm

高さ：400mm

職員席への配置 専用 不可 住民記録事務室 自部署に設置 既存移設 ２１台 住民記録・戸籍課

363 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ② 37 2 事務用ＰＣ（ノート）

幅：400mm

奥行：250mm

高さ：300mm

職員席への配置 専用 不可 住民記録事務室 自部署に設置 既存移設 ２台 住民記録・戸籍課

364 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ③ 37 3 事務用複合機

幅：1500mm

奥行：1200mm

高さ：1500mm

サポートエリアに設置 専用 不可 住民記録事務室 自部署に設置 既存移設 ２台 住民記録・戸籍課

365 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ④ 37 4 ＳＫＹ２端末（ノート）

幅：400mm

奥行：250mm

高さ：300mm

職員席への配置 専用 不可 住民記録事務室 自部署に設置 既存移設 １４台 住民記録・戸籍課

366 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑤ 37 5 ＳＫＹ２用プリンタ

幅：500mm

奥行：650mm

高さ：300mm

執務デスク上に設置 専用 不可 住民記録事務室 自部署に設置 既存移設 ４台 住民記録・戸籍課

367 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑥ 37 6 カード券面追記プリンタ

幅：300mm

奥行：150mm

高さ：250mm

執務デスク上に設置 専用 不可 住民記録事務室 自部署に設置 既存移設 １台 住民記録・戸籍課

368 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑦ 37 7 統合端末（タッチパネルディスプレイ）

幅：600mm

奥行：200mm

高さ：350mm

窓口カウンターに設置 専用 不可 住民記録事務室 自部署に設置 既存移設

４台

個人番号（マイナンバー）を取り扱うため、外部から見えない

よう、セキュリティエリアの確保が必要

住民記録・戸籍課

369 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑧ 37 8 統合端末（ノート）

幅：400mm

奥行：250mm

高さ：300mm

職員席への配置（統合端末） 専用 不可 住民記録事務室 自部署に設置 既存移設

１２台

個人番号（マイナンバー）を取り扱うため、外部から見えない

よう、セキュリティエリアの確保が必要

住民記録・戸籍課

370 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑨ 37 9 統合端末用プリンタ

幅：500mm

奥行：650mm

高さ：300mm

キャビネットの上に配置 専用 不可 住民記録事務室 自部署に設置 既存移設

３台

個人番号（マイナンバー）を取り扱うため、出力帳票の持ち去

りが無いよう、セキュリティエリアの確保が必要

住民記録・戸籍課

371 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑩ 37 10 住居表示端末（ノート）

幅：400mm

奥行：250mm

高さ：300mm

執務デスク上に設置 専用 不可 住民記録事務室 自部署に設置 既存移設 １台 住民記録・戸籍課

372 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑪ 37 11 ＧＷ端末（ノート）

幅：400mm

奥行：250mm

高さ：300mm

執務デスク上に設置 専用 不可 住民記録事務室 自部署に設置 既存移設 １台 住民記録・戸籍課

373 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑫ 37 12 法務省情報連携端末（ノート）

幅：400mm

奥行：250mm

高さ：300mm

執務デスク上に設置 専用 不可 住民記録事務室 自部署に設置 既存移設 １台 住民記録・戸籍課

374 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ① 37 13 業務ユーザー端末（ノート） 執務デスク上に設置

専用（プリ

ンターあ

り）

可；SKY2

端末と窓口

支援システ

住民記録・戸籍課分室 執務室内に設置希望 既存移設
SKY2が１４台フル稼働している。また、机上では紙書類の整

理作業があるため、執務室内にPCテーブルの設置を希望
住民記録・戸籍課

375 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ② 37 14 事務用PC（デスクトップ、ノート） 職員席への配置
専用（複合

機）

可；住居表

示システム

と共有して

住民記録・戸籍課分室 職員の机上に設置希望 既存移設

デスクトップ６台、ノート４台あり通常事務作業に使用してい

るため職員専用機として設置希望。 住民記録・戸籍課

376 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ③ 37 15

事務用PC（デスクトップ） 職員席への配置 専用（複合

機）

可；通常

ユーザー画

面と業務

集中入力センター

（美松堂ビル２F）
職員の机上に設置希望 既存移設

デスクトップ４台通常事務作業に使用しているため職員専用機

として設置希望。 住民記録・戸籍課

377 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ④ 37 16 業務ユーザー端末（デスクトップ、ノート）

職員席への配置
共用（ス

キャナー）

可；SKY２

端末と窓口

支援システ

集中入力センター

（美松堂ビル２F）
職員の机上に設置希望 既存移設

デスクトップ２０台、ノート（業務ユーザー起動用）２０台を

現状と同様に設置希望。
住民記録・戸籍課

378 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑤ 37 17 SKY２プリンター キャビネットの上に配置 専用 住民記録・戸籍課分室 執務室内に設置希望 既存移設 毎日フル稼働しているため、６台は必要。 住民記録・戸籍課

379 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑥ 37 18 FAX（複合機） サポートエリアに設置 専用 住民記録・戸籍課分室 執務室内に設置希望 既存移設

令和２年１月よりまちセン取次ぎ業務開始のため、専用機を１

台増設したため３台の複合機がある。１台は他係と共有も可

能。

住民記録・戸籍課

380 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑦ 37 19 FAX（複合機） 共用化 専用
集中入力センター

（美松堂ビル２F）

使用頻度が低いため住民記

録・戸籍課分室使用分を

共有でよい

既存移設
現在、住民票集中管理・住居表示は２つの建物に係が

分散しているが、１フロアに集結されればこちらは不要。
住民記録・戸籍課

381 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑧ 37 20 レジスター

幅：400㎜

奥行：700㎜

高さ：550㎜

執務デスク上に設置 専用 住民記録・戸籍課分室 執務室内に設置希望 既存移設
レジを打つ際に金券カードに金額等をプリントするプリンター

が必要。機器リストに入力済。
住民記録・戸籍課

382 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑨ 37 21 閲覧用端末（モニター・ノート） 窓口カウンターに設置 専用 住民記録・戸籍課分室 執務室内及びカウンター側に設置希望既存移設 モニター４台、ノート４台 住民記録・戸籍課

383 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ① 37 22
戸籍システム端末×２台

デスクトップ

幅：510

奥行：400

高さ：420

職員席への設置（戸籍） 専用

なし　個人

情報取扱い

機器のため

住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係に近接する、他課他

係から見られないようにさ

既存移設

平成６年１１月１６日法務省民二第７０００号民事局長通達第

１の１の（２）のカおよびキ

端末装置については、その操作画面及び処理内容が第３者に知

住民記録・戸籍課

384 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ② 37 23 戸籍システム用プリンター　１台

幅：460

奥行：500

高さ：450

職員席への設置（戸籍） 専用

なし　個人

情報取扱い

機器のため

住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係に近接する、他課他

係から見られないようにさ

既存移設

平成６年１１月１６日法務省民二第７０００号民事局長通達第

１の１の（２）のカおよびキ

端末装置については、その操作画面及び処理内容が第３者に知

住民記録・戸籍課

385 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ③ 37 24 戸籍システム用スキャナー　１台

幅：630

奥行：470

高さ：150

職員席への設置（戸籍） 専用

なし　個人

情報取扱い

機器のため

住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係に近接する、他課他

係から見られないようにさ

既存移設

平成６年１１月１６日法務省民二第７０００号民事局長通達第

１の１の（２）のカおよびキ

端末装置については、その操作画面及び処理内容が第３者に知

住民記録・戸籍課

386 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ④ 37 25 戸籍システムコンビニ交付用業務端末１台

幅：510

奥行：400

高さ：420

職員席への設置（戸籍） 専用

なし　個人

情報取扱い

機器のため

住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係に近接する、他課他

係から見られないようにさ

既存移設だが、R2年3月よ

りコンビニ交付開始のた

め、現在（R元7月）は未

平成６年１１月１６日法務省民二第７０００号民事局長通達第

１の１の（２）のカおよびキ

端末装置については、その操作画面及び処理内容が第３者に知

住民記録・戸籍課

387 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑤ 37 26 戸籍システムコンビ交付用監視端末２台

幅：510

奥行：400

高さ：420

職員席への設置（戸籍） 専用

なし　個人

情報取扱い

機器のため

住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係に近接する、他課他

係から見られないようにさ

既存移設だが、R2年3月よ

りコンビニ交付開始のた

め、現在（R元7月）は未

平成６年１１月１６日法務省民二第７０００号民事局長通達第

１の１の（２）のカおよびキ

端末装置については、その操作画面及び処理内容が第３者に知

住民記録・戸籍課

388 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑥ 37 27 戸籍システム２要素認証用機器１台

幅：

奥行：

高さ：

職員席への設置（戸籍） 専用

なし　個人

情報取扱い

機器のため

住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係に近接する、他課他

係から見られないようにさ

既存移設だが、現在（R元

7月）は未設。R元年9月リ

プレイスにより戸籍システ

平成６年１１月１６日法務省民二第７０００号民事局長通達第

１の１の（２）のカおよびキ

端末装置については、その操作画面及び処理内容が第３者に知

住民記録・戸籍課

389 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑦ 37 28 戸籍システムダウンリカバリーシステム ⑧に収納される サポートエリアに設置 専用

なし　個人

情報取扱い

機器のため

住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係に近接する、入退室

の管理できる部屋を設置し

既存移設

平成６年１１月１６日法務省民二第７０００号民事局長通達第

１の１の（２）のカおよびキ

端末装置については、その操作画面及び処理内容が第３者に知

住民記録・戸籍課

390 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑧ 37 29 戸籍システムダウンリカバリー用静音ラック

幅：700

奥行：1020

高さ：1840

サポートエリアに設置 専用

なし　個人

情報取扱い

機器のため

住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係に近接する、入退室

の管理できる部屋を設置し

既存移設

平成６年１１月１６日法務省民二第７０００号民事局長通達第

１の１の（２）のカおよびキ

端末装置については、その操作画面及び処理内容が第３者に知

住民記録・戸籍課

391 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑨ 37 30 戸籍システムダウンリカバリー用免震装置

幅：

奥行：

高さ：

サポートエリアに設置 専用

なし　個人

情報取扱い

機器のため

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係に近接する、入退室

の管理できる部屋を設置し

既存移設だが、現在（R元

7月）未設。

新庁舎において、免震装置

平成６年１１月１６日法務省民二第７０００号民事局長通達第

１の１の（２）のカおよびキ

端末装置については、その操作画面及び処理内容が第３者に知

住民記録・戸籍課

392 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑩ 37 31 戸籍システムコンビニ交付サーバ ⑧に収納される サポートエリアに設置 専用

なし　個人

情報取扱い

機器のため

住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係に近接する、入退室

の管理できる部屋を設置し

既存移設だが、R2年3月よ

りコンビニ交付開始のた

め、現在（R元7月）は未

平成６年１１月１６日法務省民二第７０００号民事局長通達第

１の１の（２）のカおよびキ

端末装置については、その操作画面及び処理内容が第３者に知

住民記録・戸籍課

393 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑪ 37 32 住民記録・戸籍課契約複合機　１台

幅：900

奥行：700

高さ：1120

サポートエリアに設置 専用 ２ネット用
住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係執務エリアに近接す

る場所

既存移設 住民記録・戸籍課
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394 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑫ 37 33 戸籍事務調整係プリンタ　１台

幅：380

奥行：400

高さ：250

執務デスク上に設置 専用 ２ネット用
住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係執務エリアに近接す

る場所

既存移設 住民記録・戸籍課

395 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑬ 37 34
事務用端末　５台

デスクトップ

幅：520

奥行：400

高さ：400

執務デスク上に設置 専用 ２ネット用
住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係執務机上（4台）

1台は、住民記録・戸籍課

既存移設 住民記録・戸籍課

396 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑭ 37 35
事務用端末　１台

ノート

幅：450

奥行：280

高さ：280

執務デスク上に設置 専用 ２ネット用
住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係執務エリアに近接す

る場所

既存移設 住民記録・戸籍課

397 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑮ 37 36 シュレッダー

幅：700

奥行：300

高さ：720

サポートエリアに設置 専用 戸籍用
住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係執務エリアに近接す

る場所

既存移設 住民記録・戸籍課

398 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑯ 37 37 金庫

幅：900

奥行：450

高さ：1110

全庁方針による 専用 戸籍用
住民記録・戸籍課戸籍事務調整係

執務室内

住民記録・戸籍課戸籍事務

調整係執務エリアに近接す

る場所

既存移設 住民記録・戸籍課

399 西棟 5 12 地域行政部 住民記録・戸籍課 ⑰ 37 38 まちセン取次ぎ用複合機

幅：600

奥行：630

高さ：1100

サポートエリアに設置 2019年9月10日増設予定


